
と
い
ま
い
と
、
開
発
許
可
の
申
請
図
面
の
計
画
ど
お
り
の
地
表
面
を
「
地
盤
面
」
と
し
て
、
高
さ
の
算
定
等
を
行
な
う
よ
り
外
は
な
い

と
解
さ
れ
て
い
る

(

ゎ)

。
し
た
が
っ
て
、
現
在
の
法
制
度
の
下
で
は
、「
後
埋
め
」
工
法
を
建
築
確
認
の
段
階
で
、
規
制
す
る
こ
と
は
困
難

と
解
さ
れ
る
。

第
五
節
　
斜
面
地
マ
ン
シ
ョ
ン
の
条
例
に
よ
る
規
制

　
ブ
　
一
九
九
四
年
に
建
築
基
準
法
が
改
正
さ
れ
、「
地
階
」
の
容
積
率
の
不
算
入
が
制
度
化
さ
れ
、
こ
の
制
度
を
利
用
し
た
斜
面
地

マ
ン
シ
ョ
ン
の
建
設
の
事
例
が
増
加
し
、
社
会
問
題
と
な
っ
て
き
た
が
、
こ
の
傾
向
は
、
一
九
九
七
年
の
都
市
計
画
法
お
よ
び
建
築
基

準
法
の
改
正
に
よ
り
、
共
同
住
宅
の
共
用
廊
下
、
階
段
に
係
る
容
積
率
不
算
入
措
置
が
施
行
さ
れ
て
、
ま
す
ま
す
加
速
し
た
よ
う
に
感

ぜ
ら
れ
る

(

ァ)

。

　
こ
の
よ
う
な
状
況
の
下
で
、
斜
面
地
マ
ン
シ
ョ
ン
を
め
ぐ
る
紛
争
が
多
発
し
て
い
る
自
治
体
、
す
な
わ
ち
首
都
圏
自
治
体
で
は
、
条

例
に
よ
る
斜
面
地
マ
ン
シ
ョ
ン
の
規
制
に
乗
り
出
し
た
と
こ
ろ
が
見
ら
れ
る

(

ィ)

。

　
以
下
に
お
い
て
、
首
都
圏
自
治
体
の
ひ
と
つ
で
あ
る
川
崎
市
の
斜
面
地
マ
ン
シ
ョ
ン
の
規
制
条
例

(

ゥ)

の
内
容
を
、
ご
く
簡
単
に
紹
介
す

る
こ
と
と
し
よ
う
。

　
ⅵ条
例
の
目
的
」
は
、
斜
面
地
（
地
下
室
）
マ
ン
シ
ョ
ン
と
周
辺
の
住
環
境
と
の
調
和
を
図
る
も
の
と
し
て
い
る
が
、
そ
の
骨
子
は
、

斜
面
地
マ
ン
シ
ョ
ン
が
周
囲
の
住
民
に
与
え
る
圧
迫
感
、
ボ
リ
ュ
ー
ム
の
軽
減
に
あ
る
。
特
に
、
土
木
・
建
築
の
技
術
力
の
高
度
化
を

背
景
と
し
た
急
傾
斜
地
に
お
け
る
垂
直
状
の
形
態
を
し
た
斜
面
地
マ
ン
シ
ョ
ン
の
規
制
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
斜
面
地
マ
ン
シ
ョ
ン
と
し
て
、
規
制
が
な
さ
れ
る
場
合
は
、「
斜
面
地
建
築
物
」
の
建
築
が
「
斜
面
地
対
象
行
為
」
と
し
て
行
わ
れ

る
と
き
で
あ
る
。「
斜
面
地
建
築
物
」
と
は
、「
周
囲
の
地
面
と
接
す
る
位
置
の
高
低
差
が
三
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
共
同
住
宅
又
は
長
屋
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の
用
途
に
供
す
る
建
築
物
で
、
当
該
用
途
の
供
す
る
部
分
を
地
階
に
有
す
る
も
の
」
等
（
二
条
二
項
一

号
ア
、
イ

）
を
い
い
、「
斜
面
地
対
象
行
為
」

と
は
、「
敷
地
面
積
が
五
〇
〇
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
で
あ
る
斜
面
地
建
築
物
の
建
築
及
び
こ
れ
に
伴
う
当
該
斜
面
地
建
築
物
の
周
囲
に

お
け
る
盛
土
を
行
う
行
為
」（
二
条
二

項
二
号
）
で
あ
る
。

　
規
制
の
た
め
に
、
ど
の
よ
う
な
「
制
限
」
が
な
さ
れ
る
か
と
い
う
と
、「
高
さ
制
限
」、「
盛
土
の
制
限
」
及
び
「
壁
面
の
位
置
の
制

限
」
の
三
種
類
の
制
限
が
な
さ
れ
る
。

　
ⅵ高
さ
制
限
」
は
、
第
一
種
低
層
住
居
専
用
地
域
及
び
第
二
種
低
層
住
居
専
用
地
域
内
の
都
市
計
画
で
定
め
る
高
度
地
区
（
第
一
種
）

で
階
数
五
以
下
及
び
第
一
種
中
高
層
住
居
専
用
地
域
及
び
第
二
種
中
高
層
住
居
専
用
地
域
内
の
都
市
計
画
で
定
め
る
高
度
地
区
（
第
二

種
）
で
階
数
七
以
下
で
あ
る
（
三
条
一
項
）。

　
ⅵ盛
土
の
制
限
」
は
、
通
路
の
確
保
の
た
め
に
必
要
と
さ
れ
る
よ
う
な
斜
面
地
建
築
物
の
居
住
者
の
生
活
に
必
要
な
盛
土
や
衛
生
上

ま
た
は
安
全
上
必
要
な
盛
土
で
市
長
が
や
む
を
え
な
い
も
の
と
し
て
認
め
た
も
の
以
外
の
盛
土
は
制
限
さ
れ
る
（
五
条
二

号
イ

）。

　
ⅵ壁
面
の
位
置
の
制
限
」
は
、
斜
面
地
建
築
物
か
ら
隣
地
境
界
線
ま
で
の
距
離
を
四
メ
ー
ト
ル
以
上
と
し
て
い
る

(

ェ)

（
五
条
二

号
ア

）。

　
㍗
　
制
限
の
手
法
に
つ
い
て
い
う
と
、「
階
数
の
制
限
」
は
、
建
基
法
五
〇
条
の
委
任
条
例
に
よ
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
委
任

条
例
の
内
容
は
、「
建
築
基
準
法
令
の
規
定
」
と
な
り
、「
建
築
基
準
関
係
規
定
」
と
し
て
建
築
主
事
の
審
査
に
服
す
る
こ
と
と
な
る
。

一
方
、「
盛
土
の
制
限
」、「
壁
面
の
位
置
の
制
限
」
は
、
地
方
自
治
法
一
四
条
の
自
主
条
例
に
よ
る
こ
と
と
し
て
い
る
。
こ
の
部
分
は
、

宅
地
の
造
成
に
係
わ
る
も
の
で
あ
る
が
、「
建
築
基
準
関
係
規
定
」
で
は
な
い
の
で
、
建
築
主
事
以
外
の
し
か
る
べ
き
部
局
の
審
査
に

服
す
る
こ
と
と
な
ろ
う
。

　
制
限
の
手
法
に
つ
い
て
、
建
基
法
五
〇
条
の
委
任
条
例
と
地
方
自
治
法
一
四
条
の
自
主
条
例
に
分
け
た
理
由
は
ど
こ
に
あ
る
の
で
あ

ろ
う
か
。
こ
れ
は
、
以
下
の
よ
う
に
解
さ
れ
る
。
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す
な
わ
ち
、
委
任
条
例
は
、「
建
築
物
の
敷
地
、
構
造
又
は
建
築
設
備
」（
建
基
法

五
〇
条
）
に
関
し
て
制
定
で
き
る
の
だ
か
ら
、
建
築
物
に
関

し
て
な
さ
れ
る
あ
ら
ゆ
る
制
限
に
つ
い
て
制
定
で
き
そ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
委
任
条
例
の
制
定
は
、「
建
築
物
の
敷
地
、
構
造
又
は

建
築
設
備
に
関
す
る
制
限
で
当
該
地
域
又
は
地
区
の
指
定
の
目
的
の
た
め
に
必
要
」
な
場
合
に
限
定
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
法
文

の
趣
旨
及
び
そ
の
位
置
関
係
か
ら
す
る
と
、
委
任
条
例
は
、
用
途
地
域
、
特
別
用
途
地
区
、
特
別
用
途
制
限
地
域
又
は
都
市
再
生
特
別

地
区
を
指
定
す
る
に
当
た
っ
て
補
完
的
な
制
限
を
定
め
る
こ
と
し
か
で
き
な
い
と
解
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
用
途
は
定
め
る
こ

と
が
で
き
ず
、
容
積
率
や
建
蔽
率
な
ど
の
よ
う
に
法
律
で
規
制
す
べ
き
も
の
と
し
て
明
確
に
定
め
、
あ
る
い
は
選
択
の
範
囲
を
限
定
し

て
定
め
て
い
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ら
と
内
容
の
異
な
る
制
限
を
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
と
解
さ
れ
て
い
る
。
委
任
条
例
の
実
例

と
し
て
は
、
建
基
法
四
九
条
の
特
別
用
途
地
区
内
に
お
け
る
形
態
規
制
に
係
わ
る
条
例
と
結
び
つ
く
も
の
が
多
い
と
さ
れ
て
い
る

(

ヵ)

。
そ

こ
で
、
建
物
の
高
さ
の
制
限
は
、
法
で
定
め
ら
れ
て
い
る
の
で
、
こ
れ
に
代
え
て
「
階
数
の
制
限
」
と
し
て
建
基
法
五
〇
条
の
委
任
条

例
に
よ
る
こ
と
と
し

(

ヶ)

、「
盛
土
の
制
限
」
と
「
壁
面
の
位
置
の
制
限
」
は
、
用
途
地
域
等
の
指
定
に
特
に
関
係
し
な
い
の
で
、
委
任
条

例
に
よ
ら
ず
に
自
主
条
例
に
よ
る
こ
と
と
し
た
と
解
さ
れ
る
。

　
斜
面
地
対
象
行
為
者
が
斜
面
地
対
象
行
為
を
行
お
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
そ
の
計
画
が
条
例
に
掲
げ
る
基
準
（
五条
）
に
適

合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
、
開
発
許
可
や
建
築
確
認
等
の
申
請
に
先
立
っ
て
、
市
長
の
確
認
を
受
け
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば

な
ら
ず
（
四条
）、
工
事
が
完
了
し
た
と
き
は
、
市
長
に
よ
る
工
事
の
完
了
検
査
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
九条
）。

　
条
例
は
、
制
度
の
実
効
性
を
担
保
す
る
た
め
に
、
制
限
に
違
反
し
た
場
合
の
罰
則
に
つ
い
て
定
め
て
い
る
（
一
六
条
〜

一
九
条

）。

お
わ
り
に

　
ブ
　
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
斜
面
地
マ
ン
シ
ョ
ン
で
は
、
住
宅
地
下
室
容
積
率
不
算
入
措
置
と
共
同
住
宅
の
共
用
の
廊
下
、
階
段
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第
三
章
　
指
定
確
認
検
査
機
関
の
し
た
建
築
確
認
の
法
的
問
題

⒡
⒢
横
浜
地
裁
平
成
一
七
年
一
一
月
三
〇
日
判
決
を
契
機
と
し
て

は
じ
め
に

　
ブ
　
一
九
九
九
年
五
月
に
指
定
確
認
検
査
機
関
制
度
が
発
足
し
て
、
今
年
（
二
〇
〇
六
年
）
の
五
月
で
七
年
を
経
過
し
た
こ
と
に
な

る
。
国
土
交
通
大
臣
あ
る
い
は
都
道
府
県
知
事
の
指
定
に
係
る
指
定
確
認
検
査
機
関
の
数
は
、
漸
次
増
加
し
、
二
〇
〇
六
年
一
月
現
在
、

一
二
四
機
関
に
至
っ
て
い
る
（
な
お
、
特
定
行
政
庁
は
、
二
〇
〇
五
年
四
月
現
在
、
四
一
八
で
あ
る
）。
ま
た
、
最
近
の
建
築
確
認
件
数
は
、

全
国
で
年
間
約
七
五
万
件
前
後
（
二
〇
〇
三
年
は
、
約
七
四
万
五
千
件
で
あ
っ
た
）
を
推
移
し
て
い
た
が
、
今
年
あ
た
り
は
、
指
定
確
認
検

査
機
関
の
し
た
建
築
確
認
件
数
は
、
お
そ
ら
く
建
築
主
事
の
し
た
建
築
確
認
件
数
を
上
回
る
に
至
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
推
測
さ

れ
る
。
こ
の
よ
う
な
状
況
の
下
で
、
最
近
は
、
指
定
確
認
検
査
機
関
の
し
た
建
築
確
認
に
係
る
行
政
訴
訟
が
か
な
り
目
立
っ
て
き
た
と

い
え
る
。

　
さ
て
、
最
近
、
指
定
確
認
検
査
機
関
の
し
た
建
築
確
認
に
関
し
て
興
味
深
い
判
決
が
下
さ
れ
た
。
指
定
確
認
検
査
機
関
が
建
基
法
六

条
の
二
に
基
づ
き
、
斜
面
地
マ
ン
シ
ョ
ン
（「
地
下
室
マ
ン
シ
ョ

ン
」
と
も
い
う

）
に
対
し
て
し
た
建
築
確
認
の
取
消
し
を
認
め
た
横
浜
地
裁
平
成
一
七
年
一

一
月
三
〇
日
判
決
（
判
自
二
七
七
号
三
一
頁
。

以
下
「
本
判
決
」
と
い
う
）
が
そ
れ
で
あ
る
。
本
判
決
は
、
指
定
確
認
検
査
機
関
の
し
た
建
築
確
認
の
取
消
し
を
求
め
る

訴
え
と
当
該
建
築
確
認
の
違
法
を
理
由
と
す
る
国
家
賠
償
を
求
め
る
訴
え
に
係
る
も
の
で
あ
る
。
本
判
決
の
争
点
は
、
多
岐
に
わ
た
る

が
、
以
下
の
三
つ
の
争
点
が
興
味
深
い
。

　
㍗
　
そ
の
一
は
、
斜
面
地
マ
ン
シ
ョ
ン
の
建
築

(

１)

に
つ
い
て
は
、
盛
土
や
切
土
あ
る
い
は
「
か
ら
ぼ
り
」
が
設
け
ら
れ
る
場
合
が
多
く
、
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こ
の
よ
う
な
場
合
に
地
盤
面
の
算
定
を
ど
こ
に
す
る
か
が
、
大
き
な
問
題
と
な
る
。

　
す
な
わ
ち
、
地
盤
面
の
設
定
を
盛
土
前
の
地
表
面
を
基
準
に
し
て
算
定
す
る
の
か
、
そ
れ
と
も
盛
土
後
の
地
表
面
を
基
準
に
し
て
算

定
す
る
の
か
、
ま
た
、「
か
ら
ぼ
り
」
が
あ
る
場
合
は
「
か
ら
ぼ
り
」
の
周
壁
が
接
す
る
外
側
の
地
表
面
と
す
る
の
か
、
そ
れ
と
も
建

築
物
本
体
の
外
側
の
地
表
面
（「
か
ら
ぼ
り
」
底
盤
の
上
端
）
と
す
る
の
か
で
、
建
築
さ
れ
る
斜
面
地
マ
ン
シ
ョ
ン
の
高
さ
、
容
積
等
の

算
定
に
大
き
な
違
い
が
見
ら
れ
る
。
こ
の
争
点
は
、
指
定
確
認
検
査
機
関
の
し
た
建
築
確
認
に
の
み
係
る
も
の
で
は
な
く
建
築
主
事
が

す
る
建
築
確
認
に
も
係
る
も
の
で
あ
る
。

　
本
判
決
は
、
開
発
許
可
を
得
て
建
築
さ
れ
る
斜
面
地
マ
ン
シ
ョ
ン
に
盛
土
が
な
さ
れ
た
場
合
に
つ
い
て
、
盛
土
前
の
地
表
面
を
基
準

と
し
て
地
盤
面
を
算
定
す
べ
き
と
す
る
見
解
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
本
判
決
に
よ
る
盛
土
に
関
す
る
地
盤
面
の
算
定
に
つ
い
て
の
考

え
方
は
、
こ
れ
ま
で
見
ら
れ
な
か
っ
た
も
の
で
あ
る

(

２)

。
こ
の
考
え
方
は
妥
当
で
あ
ろ
う
か
。

　
㌍
　
そ
の
二
は
、
本
件
に
お
い
て
、
原
告
ら
は
、
盛
土
及
び
「
か
ら
ぼ
り
」
に
関
す
る
地
盤
面
の
算
定
に
関
し
て
は
、
横
浜
市
取
扱

基
準
（「
横
浜
市
取
扱
基
準
」
は
、「
横
浜
市
建
築
基
準
法
取
扱
基
準
集
（
平
成
一
三
年
版
）」（
注
（
‾
）
に
収
め
ら
れ
て
い
る
）
を
引
用
し
て
、
こ

れ
を
基
準
と
し
て
算
定
す
べ
し
と
主
張
し
、
被
告
及
び
参
加
人
は
こ
れ
に
応
じ
て
い
る
。
本
判
決
も
横
浜
市
取
扱
基
準
に
言
及
し
、
引

用
し
て
い
る
。

　
こ
れ
ま
で
、
斜
面
地
マ
ン
シ
ョ
ン
の
建
築
に
お
い
て
盛
土
や
切
土
あ
る
い
は
「
か
ら
ぼ
り
」
に
関
し
地
盤
面
が
問
題
と
な
っ
た
事
案

は
建
築
主
事
が
建
築
確
認
を
し
た
場
合
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
っ
た

(

３)
。
こ
の
場
合
、
行
政
庁
（
建
築
主
事
）
の
定
め
た
取
扱
基
準
が
地
盤
面

の
算
定
の
基
準
と
な
る
こ
と
は
理
解
で
き
る
。
し
か
し
、
本
判
決
の
よ
う
に
指
定
確
認
検
査
機
関

(

４)

が
建
築
確
認
を
し
た
場
合
、
行
政
庁

の
定
め
た
取
扱
基
準
は
い
っ
た
い
ど
の
よ
う
な
意
味
を
有
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
今
後
、
盛
土
や
切
土
あ
る
い
は
「
か
ら
ぼ
り
」
の
あ

る
斜
面
地
マ
ン
シ
ョ
ン
に
関
し
て
指
定
確
認
検
査
機
関
が
建
築
確
認
を
す
る
こ
と
が
多
く
な
る
こ
と
は
必
定
で
あ
る
。
こ
の
点
に
関
し
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検
討
の
余
地
が
あ
ろ
う
。

　
㌦
　
そ
の
三
は
、
指
定
確
認
検
査
機
関
の
し
た
建
築
確
認
の
違
法
を
原
因
と
す
る
国
家
賠
償
請
求
訴
訟
の
被
告
に
関
し
て
で
あ
る
。

こ
の
点
に
つ
い
て
、
平
成
一
七
年
六
月
二
四
日
、
指
定
確
認
検
査
機
関
が
し
た
建
築
確
認
の
取
消
訴
訟
の
訴
え
の
利
益
が
消
滅
し
て
、

行
訴
法
二
一
条
一
項
に
よ
り
取
消
訴
訟
を
国
家
賠
償
請
求
訴
訟
に
訴
え
を
変
更
す
る
と
、
被
告
は
取
消
訴
訟
の
場
合
と
は
相
違
し
て
、

指
定
確
認
検
査
機
関
の
確
認
に
係
る
建
築
物
に
つ
い
て
確
認
を
す
る
権
限
を
有
す
る
建
築
主
事
が
置
か
れ
た
地
方
公
共
団
体
と
な
る
と

す
る
最
高
裁
決
定

(

５)
（
判
時
一
九
〇
四
号
六
九
頁
。
以
下
、
適

宜
、
単
に
「
最
高
裁
決
定
」
と
い
う

）
が
下
さ
れ
た
。
こ
の
最
高
裁
決
定
は
、
今
後
の
指
定
確
認
検
査
機
関
の
し
た
建
築
確

認
に
関
す
る
国
家
賠
償
請
求
訴
訟
に
お
い
て
大
き
な
意
義
を
持
つ
と
理
解
さ
れ
て
い
た
。

　
本
判
決
は
、
訴
え
の
変
更
で
は
な
く
、
当
初
か
ら
、
右
の
地
方
公
共
団
体
を
被
告
と
し
て
提
起
さ
れ
た
国
家
賠
償
請
求
訴
訟
に
お
い

て
、
最
高
裁
決
定
を
引
用
し
、
被
告
を
地
方
公
共
団
体
と
す
る
こ
と
を
認
め
た
。
こ
れ
は
ど
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
㌣
　
以
上
の
三
つ
の
争
点
に
関
す
る
本
判
決
の
判
断
は
、
盛
土
の
場
合
の
地
盤
面
の
算
定
及
び
指
定
確
認
検
査
機
関
の
し
た
建
築
確

認
を
考
察
す
る
場
合
、
看
過
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
素
材
を
提
供
す
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　
本
稿
は
、
以
上
の
三
つ
の
争
点
に
つ
い
て
さ
さ
や
か
な
検
討
を
加
え
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

第
一
節
　
本
件
事
案
の
概
要

　
本
件
事
案
の
概
要
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
っ
た
。

　
ブ
　
本
件
は
、
不
動
産
の
賃
貸
借
、
売
買
、
管
理
及
び
宅
地
造
成
等
を
業
と
す
る
株
式
会
社
（
本
件
の
「
参
加
人
」
で
あ
る
）
が
、
二
、

七
七
八
・
四
七
平
方
メ
ー
ト
ル
の
敷
地
に
地
上
三
階
、
地
下
七
階
、
戸
数
三
六
の
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
り
の
共
同
住
宅
（
以
下
「
本
件

建
築
物
」
と

いう
）
の
建
築
を
計
画
し
た
事
案
で
あ
る
。
本
件
建
築
物
の
建
築
予
定
地
は
、
横
浜
市
港
北
区
日
吉
本
町
に
位
置
す
る
斜
面
地
に
あ
っ
て
、

第三編　指定確認検査機関

386




